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平成２９年度 第１回 定期監査等の結果 

 
 

１．監査の対象 

  （１）危機管理室 
（２）地方創生局 
（３）政策推進部 

企画経営課、秘書広報課、都市魅力観光課、財政課、情報政策課、 
産業振興課 

（４）農業委員会事務局 
 

２．監査の期間 

平成２９年３月１３日～平成２９年５月２３日 
 
３．監査の方法 

大東市監査事務処理規程に基づき、各部各課等が分掌する平成２８年度の

事務事業について、また必要なものにあっては平成２７年度並びに平成２９ 
年度の事務事業について、関係する帳簿ならびに保管する文書の提出を求め 
た。 

これらをもとに担当部課等から事情を聴取し、その事務事業が法律、条例、 
規則、要綱等に従って合法・妥当な内容で執行されているか、また効果的、

効率的な執行が行われているかについて監査を行った。 
  

４．監査の結果 

   概ね適正に事務が執行されていた。 

   なお、一部の事務事業については是正すべき事項があったので、以下の 

  とおり指摘する。 

 

（１）消防団の活動に対する報償費の支出について 【危機管理室】 

   「大東市消防団の活動に対する報償費に関する要綱」の第６条では、 

「水防活動等、災害出動等、訓練および警戒出動等を行った各分団の長は、 

当該活動を行った月の末日までに、消防分団活動報告書を市長に提出しな 

ければならない。」と規定され、市が報償費を支出するための根拠として各 

分団に報告書の提出を求めているところである。 

しかしながら危機管理室に備えている平成２８年度分の分団活動報告書 
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の受理簿を確認したところ、報告書の提出がない分団に対して報償費の 

支払いが行われている事例が複数件見受けられた。 

 ついては、今一度、各分団に対し本件報償制度の事務について周知徹底を 

図るとともに、報告書の提出がない場合には報償費の支給を一時停止する等、 

適切な措置をとられたい。 

  

    

（２）旅費の精算と戻入処理について 【地方創生局】 

   地方創生局において概算払いされた５件の旅費について確認したところ、 

約２ヶ月から９ヶ月遅れて精算処理が行われていた。このうちの１件の旅費

については、精算に加えて戻入の処理の遅れもみられた。 

 会計規則第４６条では、「概算払を受けた者は、精算額の過不足にかかわ 

らず、その者に支払うべき金額が確定した日後５日以内に精算書を作成し、 

証拠書類を添えて、主管課等の長を通じ市長に報告するとともに会計管理者 

に回付しなければならない」と規定されているところである。 

 会計規則を順守した適正な事務執行を行われたい。 

 

 

（３）ふるさと納税特設サイト運用に係るお礼の品の取引基本契約書について 

 【都市魅力観光課】 

平成２８年１０月に市が事業者と締結した「大東市ふるさと納税特設サイ 

ト運用に係るお礼の品の取引について」の基本契約書を確認したところ、 

第１２条に「本契約の有効期間は、本契約締結の日から年度末とする。但し、

期間満了の１ケ月前までに、発注者、受注者のいずれからも、何らの申し出

なき場合には、さらに本契約は同一の条件をもって１年間延長されるものと

し、以後も同様とする。」とする自動更新契約の規定があった。 

 しかしながら地方自治法第２３２条の３では、「普通地方公共団体の支出

の原因となるべき契約その他の行為は、法令又は予算の定めるところに従い、

これをしなければならない。」と定め、予算の裏付けがない自動更新契約を

禁止しているところである。 

  現行の基本契約書は法に反する内容となっており、早急に契約内容の見直

しを行われたい。 

 

   

（４）野崎まいり公園の収支について 【都市魅力観光課】 

   平成２８年度の野崎まいり公園の収支を確認したところ、収入総額が使用 
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料として約４６万円であるのに対し、事務業務委託料をはじめとする支出 

総額で約５５８万円であり、差引約５１２万円の赤字となっていた。 

平成２７年度の収支も約４４２万円の赤字であり、ここ数年の収支状況は 

年々悪化する傾向にある。 

 このような施設運営を続けていくことは妥当なものとは言えず、収支改善 

のための効果的な対策を講じられたい。 

 

 

（５）パソコン事故に伴う保険金の受入処理について 【情報政策課】 

   情報政策課では、リース方式によりパソコンを各課に配置しているところ

であるが、平成２８年度において原課の使用中に過失によってパソコンを 

破損した事例があった。 

市は修理業者に直接修理を依頼して、修理費を支払ったが、後日、リース

会社からは別途保険金が市に支払われた。 

これについて、情報政策課では収入した保険金を歳出の物品修繕料の予算

に戻入する処理を行っていたが、地方自治法施行令第１５９条では、「歳出

の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは、これを当該支出した

経費に戻入しなければならない。」と規定し、戻入処理ができる場合を「誤

払い又は過渡し」があった場合に限っている。 

本件の場合、市から修理業者への支払額については誤払いも過渡しもなく

正当な支出額であるため、戻入処理を行うことはできず、保険金は別途歳入

として処理すべき事例であったと考えられる。 

今後は法の趣旨、内容を十分に確認し、適正な事務の執行に努められたい。 

 

 

（６）団体に対する補助金の支出について 【産業振興課】 

  市は、市内における小売商業者の健全な発展を図るため、団体に対する 

運営補助金に関する要綱を定めているところである。 

産業振興課では、平成２７年度分の補助金について、平成２８年３月３１ 

日に団体から申し込みを受け、即日交付決定し、出納整理期間である平成 

２８年５月１７日に補助金を支出していた。 

 担当課に事情を確認したところ、年度末に団体から交付申請があったもの 

の、既に当該団体の平成２７年度の事業自体は実施済みであるとの理由で、 

そのまま申請書を受付したとの説明であった。 

 しかしながら年度末に補助金の申請を受付し、平成２８年５月１７日に 

補助金を団体に交付したところで、平成２７年度は終わってしまっている 
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ことから、補助事業は執行不能である。 

今回の事例は、財源を団体に補てんしただけであり、補助金本来の趣旨に 

反する取扱いであり、適切でない。 

産業振興課におかれては、団体に対して総会終了後の早い時期に交付申請 

を行わせる等、適正な予算執行の確保に努められたい。 

 

 

（７）随行職員の派遣について 【農業委員会事務局】 

 平成２８年度において、農業委員会の委員が自費による一泊二日の視察 

研修を実施され、市はこれに対して２名の職員を随行として派遣していた。 

 行程を確認したところ、１日目には視察研修が実施されていたが、２日目 

の行程には研修は組まれていなかった。 

委員の自費による自主的な研修であり、委員の行程には何ら制限がある 

ものではないが、職員の人件費や旅費は全て公費で賄われるものであること 

から、職員を派遣するためには２日間にわたる研修内容を必要とする。 

今後は委員の自費による研修であっても、委員と事務局がその行程に 

ついてよく協議され、随行職員の派遣に疑義を生じさせることがないよう 

注意されたい。 

 

５．監査委員意見 

   平成２６年３月に市長の英断により解散された旧土地開発公社から継承し 

た公有地について、当時から早期の利活用をお願いしてきたところである。   

  企画経営課におかれては、平成２８年１２月に市有財産の取得、管理、 

処分についてその効果・効用を最大化させることを目的として、市有財産 

利活用基本方針(以下「基本方針」という。）を策定された。 

 基本方針では「公益への寄与」と「民間活力の導入」を重点的な政策方針 

とされ、まちづくり面での具体化が予定されている。 

当職は、全ての方針と同じく、本基本方針についての全庁的な理解がより 

一層徹底され、公有地の利活用と処分が早期に具体化されることを切に願う 

ものである。 

   

 


